
令和８年６月診療報酬改定 訪問看護療養費の実績登録について（加算の追加と実績の登録/編集） 

令和 8 年 6 月診療報酬改定で訪問看護療養費の基本療養費等の種類が増えました。 

今回（2026 年 5 月 26 日メンテナンス）の対応では、実績の入力画面の対応を行いましたので登録方法を 

ご案内いたします。 

※管理療養費の設定画面は次回の集計対応時に実装いたします。 

※管理療養費等に必要な単一建物の人数についての登録画面も次回の対応で実装いたしますので、お待ちください。 

※物価対応料は、利用者ごとに登録もできますが自動で算定できる画面も実装予定ですので、お待ちください。 

 

 

 

 

◆月間実績画面の登録（加算の追加） 

（HM01）訪看帳メニューの[訪問看護実績入力]から実績を登録したところからの画面です。 

 

 

 

⓵基本療養費１を追加し、基本サ

ービスを設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

難病等複数回加算 

 

例： 

・１日に２回の場合 

・同一建物内１人又は２人 

 

②「加算種別」から[ｖ]をクリッ

クして、登録する「難病等複数回

加算」を選びます。 

選択内容 

同一建物内人数：「同一建物 1～

2 人」 

1 日の訪問回数：「1 日 2 回」 

 

 

 

 

 

 

③加算サービスの[v]を押します。 

該当の加算が絞り込めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

④絞り込めた加算を選ぶと反

映されますので、右下の[設定]

ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ご注意 

選択する必要のない職種も表

示されていますので、ご注意く

ださい。 

1 日の訪問回数に「1 日 1 回」

もありますので、選択しないよ

うにご注意ください。 

 

 

選択した場合は、「条件に合致

する加算はありません。」と表

示されます。 

 

 

 

 

 



 

◆月間実績画面の登録（実績と職種の登録） 

 

 

⓵月間実績のカレンダーの画

面に基本療養費と加算が追加

されます。 

 

 

 

 

※サービスのカレンダーの行

が青く反転しているのは編集

状態です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②実績と、職種の入力を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

③入力後、[変更確定]ボタン

を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④カレンダーに実績が反映さ

れました。 

 

内容に問題なければ、[登録]

ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆月間実績画面の登録（実績の編集） 

 

 

 

実績の編集 

 

⓵実績の登録を修正したい

場合は、サービスの行を選

択すると、編集状態になり

ますので、編集してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績の追加の場合 

 

②16 日に実績の追加を行い、

編集が終わりましたら、再度

[変更確定]ボタンを押しま

す。 

 

※職種の編集も編集後[変更

確定]ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆月間実績画面の登録（その他の加算の追加） 

 

 

サービス詳細情報から追加

できない加算や本体サービ

ス以外の算定の場合 

 

⓵月間実績画面から追加し

ます。 

 

例：情報提供療養費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②サービスの追加に選択した

情報提供療養費が反映されま

したら、[追加]ボタンを押し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

③サービス情報詳細画面に表

示された情報提供料療養費か

ら、該当のサービスを選択し

ます。 

 

 

情報提供療養費１ 

（市区町村等） 

情報提供療養費２ 

（学校等） 

情報提供療養費３ 

（保険医療機関等） 

 

 

 

 

 

④情報提供料療養費から、該

当のサービスを選んで、[選

択]ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

⑤基本サービスに反映されま

したら、[設定]ボタンを押しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥月間実績のカレンダーの画

面に追加されますので実績を

入力します。 

 

入力後、[実績確定]ボタンを押

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

⑦カレンダーに実績が反映さ

れました。 

 

内容に問題なければ、[登録]ボ

タンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ターミナルケア療養費、遠隔診療補助料も同様の操作を行ってください。 

・物価対応料も利用者ごとに追加できますが、自動で算定可能な機能も実績集計の対応時に追加予定ですので、 

お待ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆月間実績画面の登録（その他の加算の追加） 

 

 

⓵月間実績画面からサービス

の追加の[v]を押して、「99 加

算」を選びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②サービス追加に「99 加算」

が反映されましたら、[追加]

ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

③加算種別の[v]を押します。 

こちらからは、すべての加算

を選択可能ですが、こちらか

らしか選択できない「24 時間

対応体制加算」を選びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④加算種別に反映されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

⑤加算サービスの[v]を押す

と、選択する加算の種類が表

示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥加算の種類から該当の加算

を選択後、[設定]ボタンを押

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

⑦月間実績のカレンダーの

画面に反映されますので、実

績を入力し、[変更確定]ボタ

ンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧実績のカレンダーに反映

されましたら、[登録]ボタン

を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆月間実績画面の登録（99 加算にしかない加算一覧） 

 

特別管理加算 

在宅患者連携指導加算 

退院時共同指導加算 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算 

精神科重症患者支援管理連携加算イ、ロ 

看護・介護職員連携強化（24 時間・イ以外） 

看護・介護職員連携強化（24 時間・負担軽減） 

専門管理加算（イ：緩和ケア・褥瘡ケア等） 

専門管理加算（ロ：特定行為研修） 

医療ＤＸ情報活用加算 

訪問看護医療情報連携加算 

遠隔死亡診断補助加算 

医療観察 24 時間対応体制加算（イ以外） 

医療観察 24 時間対応体制加算（負担軽減取組） 

医療観察退院時共同指導加算 

医療観察在宅患者連携指導加算 

医療観察在宅患者緊急時等カンファレンス加算 

 

 


